
６

広
報
は
や
ま
１
月
号

は
四
％
、
合
計
十
％
で
す
。
こ
れ
で
、
町
県

民
税
の
税
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　

税
源
移
譲
の
範
囲
で
は
、
町
県
民
税
額
と

所
得
税
額
の
総
額
は
、
平
成
十
八
年
度
と
平

成
十
九
年
度
で
は
、
所
得
や
控
除
の
増
減
が

な
け
れ
ば
変
わ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
定
率

減
税
の
廃
止
と
県
民
税
の
超
過
課
税
の
実
施

の
影
響
が
あ
る
の
で
税
額
は
増
え
ま
す
。

●
税
源
移
譲
の
影
響
時
期

　

所
得
税
と
個
人
住
民
税
の
納
付
方
法
に

よ
っ
て
、
税
源
移
譲
の
影
響
の
で
る
時
期
が

人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
毎
月
の
給
料
か
ら
税
金
が
天
引

き
さ
れ
て
い
る
人
は
、
所
得
税
率
は
平
成
十

九
年
一
月
分
の
給
料
か
ら
、
個
人
住
民
税
の

税
率
は
平
成
十
九
年
六
月
分
の
給
料
か
ら
変

更
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、給
料
天
引
き
で
は
な
い
人
は
、個

人
住
民
税
の
税
率
の
変
更
は
平
成
十
九
年
六

月
納
期
分
か
ら
、所
得
税
の
税
率
は
平
成
十
九

年 
分 
の
確
定
申
告
分
か
ら
変
更
に
な
り
ま
す
。

●

　

影
響
が
で
る
時
期
が
異
な
る
だ
け
で
、
所

得
や
控
除
の
増
減
が
な
け
れ
ば
、
納
め
る
税

金
の
総
額
と
し
て
は
ど
ち
ら
の
場
合
も
変
わ

り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
退
職
所
得
に
つ
い
て
は
、
平
成
十

九
年
一
月
一
日
以
降
の
支
払
い
分
か
ら
新
し

い
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

●
葉
山
町
の
税
収
は
ど
う
な
る
の
？

　

市
町
村
民
税
の
税
率
は
、
三
％
・
八
％
・
十

％
の
累
進
税
率
（
課
税
所
得
の
段
階
ご
と
に

異
な
っ
た
税
率
を
適
用
す
る
も
の
）
か
ら
課

税
所
得
に
関
係
な
く
一
律
六
％
に
な
り
、
多

く
の
市
町
村
で
は
増
収
と
な
り
ま
す
。た
だ

し
、十
％
の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
納
税
者
が

多
い
市
町
村
で
は
逆
に
減
収
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
葉
山
町
は
後
者
に
該
当
し
、
平

成
十
八
年
度
の
試
算
で
は
約
三
千
万
円
程
度

減
収
と
な
る
見
込
み
で
す
。

　

な
お
、
県
民
税
は
二
％
、
三
％
の
累
進
税

率
か
ら
一
律
四
％
に
な
る
た
め
、
県
は
増
収

と
な
り
ま
す
。

２　

定
率
減
税
が
な
く
な
り
ま
す

　

平
成
十
八
年
度
は
所
得
割
額
の
七
・
五
％

（
二
万
円
を
上
限
）
を
控
除
し
て
い
ま
し
た

が
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
は
定
率
控
除
が
な

く
な
る
た
め
、
税
額
が
二
万
円
以
下
の
範
囲

で
増
え
ま
す
。

３　

老
年
者
非
課
税
措
置
が 

段
階
的
に
廃
止

　

昭
和
十
五
年
一
月
二
日
以
前
の
生
ま
れ
で

合
計
所
得
金
額
が
一
二
五
万
円
以
下
の
人

【所得税と住民税の新税率の適用開始時期】�

個人�

【課税所得に対する所得税率と個人住民税率】�

税源移譲前� 税源移譲後�

（�）�
（�）�

夫婦と子ども二人（一人は特定扶養・�
給与５００万円・社会保険料５０万円）�

【税制改正による税額の変動イメージ】�

縮小�

税源移譲�
による差�

１　

税
源
移
譲
の
た
め
、 

税
率
が
変
わ
り
ま
す

●
税
源
移
譲
と
は

　

こ
れ
ま
で
地
方
自
治
体
は
、
地
方
税
以
外

に
、
国
が
国
税
と
し
て
集
め
た
財
源
の
中
か

ら
国
庫
補
助
金
な
ど
の
財
源
を
受
け
て
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
仕
組
み
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ

り
、
必
ず
し
も
地
方
の
実
情
に
あ
っ
た
も
の

と
は
い
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

平
成
十
八
年
度
の
国
の
税
制
改
正
に
よ
っ

て
、
所
得
税
（
国
税
）
の
一
部
（
約
三
兆
円

分
）
を
個
人
住
民
税
（
地
方
税
）
へ
移
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
税
源
移
譲

と
い
い
ま
す
。

　

税
源
移
譲
は
、
地
方
自
治
体
が
、
住
民
に

と
っ
て
真
に
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
自
ら

の
責
任
で
よ
り
効
率
的
に
で
き
る
よ
う
、
自

主
的
に
財
源
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。

●
税
源
移
譲
の
方
法
は

　

税
源
移
譲
は
、
皆
さ
ん
が
納
め
る
税
金
の

総
額
を
変
え
ず
に
、
納
め
る
先
ご
と
の
税
額

を
変
え
る
こ
と
で
実
現
し
ま
す
。

　

納
税
者
一
人
当
た
り
の
国
へ
納
め
る
税
額

（
所
得
税
額
）
を
減
ら
し
、
そ
の
分
を
地
方

へ
納
め
る
税
額
（
個
人
住
民
税
額
）
を
増
や

す
と
い
う
方
法
を
取
り
ま
す
。

　

個
人
住
民
税
で
は
、
平
成
十
八
年
度
ま
で

は
税
率
が
所
得
に
よ
っ
て
三
段
階
で
し
た

が
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
一
律
に
な
り
ま

す
。
町
民
税
の
税
率
六
％
、
県
民
税
の
税
率

平成１９年度 町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税町県民税ののののののののののののののののののののののののののののののののの税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額税額ががががががががががががががががががががががががががががががががが大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大ききききききききききききききききききききききききききききききききくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくきく変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりまままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすわります
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◆
確
定
申
告
書
は
、 

　
　
　

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

　

税
務
署
窓
口
で
、
所
得
税
・
贈
与
税
・
消

費
税
に
つ
い
て
の
相
談
と
申
告
書
の
受
付
を

し
ま
す
。
土
日
祝
日
は
開
署
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
二
月
十
八
日
（
日
）・
二
五
日
（
日
）

に
限
り
確
定
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
や

申
告
書
の
受
付
を
し
ま
す
。

※
税
務
署
の
駐
車
場
は
四
月
上
旬
ま
で
利
用

で
き
ま
せ
ん
。
臨
時
駐
車
場
も
な
い
の

で
、
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
各
申
告
書
は
郵
送
、
税
務
署
の
時
間
外
収

受
箱
へ
の
投
函
に
よ
り
提
出
で
き
ま
す
。

受
付
期
間

①
所
得
税

　

二
月
十
六
日（
金
）〜
三
月
十
五
日（
木
）

※
所
得
税
の
還
付
申
告
の
場
合
は
、
一
月
中

で
も
申
告
書
を
提
出
で
き
ま
す
。
還
付
金

の
受
け
取
り
は
、
銀
行
・
郵
便
局
な
ど
の

預
貯
金
口
座
へ
の
振
込
み
が
便
利
で
す
。

②
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）

　

一
月
四
日（
木
）〜
四
月
二
日（
月
）

③
贈
与
税　

二
月
一
日（
木
）〜
三
月
十
五
日（
木
）

◆
年
金
受
給
者
・
新
規
住
宅
取
得
者

な
ど
の
た
め
の
申
告
指
導
相
談
会

　

年
金
受
給
者
・
給
与
所
得
者
で
、
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
等
の
還
付
申
告
を
す
る
人

の
所
得
税
申
告
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

対
象
外　

事
業
・
不
動
産
・
譲
渡
（
土
地
・

建
物
・
株
式
等
）
の
あ
る
人

日
時　

二
月
二
日（
金
）　

九
時
三
〇
分
〜
十

六
時
三
〇
分（
十
二
時
〜
十
三
時
除
く
。受

付
は
十
五
時
三
〇
分
ま
で
。
相
談
者
多
数

の
場
合
は
早
め
に
受
付
を
終
了
し
ま
す
）

場
所　

福
祉
文
化
会
館

は
、
平
成
十
七
年
度
ま
で
は
非
課
税
で
し
た

が
、
平
成
十
八
年
度
は
三
分
の
一
を
課
税

し
、
平
成
十
九
年
度
は
三
分
の
二
（
均
等
割

は
二
、
六
〇
〇
円
）
を
課
税
す
る
た
め
税
額

が
増
え
て
い
き
ま
す
。

４　

県
民
税
の
超
過
課
税 

が
始
ま
り
ま
す

　

神
奈
川
県
で
は
平
成
十
九
年
度
か
ら
、
水

源
環
境
の
保
全
・
再
生
に
継
続
的
に
取
り
組

む
た
め
の
税
金
を
個
人
県
民
税
に
上
乗
せ
さ

れ
る
た
め
、
県
民
税
の
均
等
割
三
〇
〇
円
と

所
得
割
〇
・
〇
二
五
％
分
の
税
額
が
増
え
ま
す
。

超
過
課
税
分
の
一
人
当
た
り
の
平
均
負
担
額

年
額
約
九
五
〇
円
（
平
成
十
九
年
度
か
ら

増
え
る
額
）

※
町
民
税
で
は
超
過
課
税
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

税
務
課　
�
内
線
二
五
一
〜
二
五
三

お
知
ら
せ

◆
税
理
士
会
が
行
う
小
規
模
納
税
者

等
の
た
め
の
無
料
申
告
相
談

　

小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
や
消
費
税
、
年

金
受
給
者
や
給
与
所
得
者
の
所
得
税
の
申
告

に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

対
象
外　

譲
渡
所
得
（
土
地
・
建
物
・
株
式

等
）
が
あ
る
、
相
談
内
容
が
複
雑
、
所
得

金
額
が
高
額
の
場
合

日
時　

二
月
七
日（
水
）・
八
日（
木
）　

九
時

三
〇
分
〜
十
六
時
（
十
二
時
〜
十
三
時
除

く
、
受
付
は
十
五
時
ま
で
。
相
談
者
多
数

の
場
合
は
早
め
に
受
付
を
終
了
し
ま
す
）

場
所　

福
祉
文
化
会
館

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

①
申
告
書
を
作
成

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
所
得
税
の
確
定

申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
し
た
申
告

書
な
ら
税
務
署
に
提
出
で
き
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nta.go.jp

国
税
の
よ
く
あ
る
質
問
は

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.taxansw

er.nta.go.jp

②e-T
ax

で
自
宅
・
オ
フ
ィ
ス
で
申
告
・
納
税

　

事
前
に
利
用
開
始
の
手
続
き
を
済
ま
せ
る

と
、
以
後
、
自
宅
や
事
務
所
に
い
な
が
ら
申

告
・
納
税
・
申
請
・
届
出
等
ま
で
で
き
る
シ

ス
テ
ム
で
す
。
平
成
十
八
年
分
の
確
定
申
告

か
ら
利
用
す
る
た
め
に
は
二
月
中
旬
ま
で
に

届
出
書
を
提
出
・
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

e-T
ax 　

http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp

◆
所
得
税
の
定
率
減
税
額
が
引
き
下
げ

　

平
成
十
七
年
分
ま
で
は
所
得
税
額
の
二
〇

％
（
限
度
額
二
五
万
円
）
が
減
税
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
平
成
十
八
年
分
で
は
十
％
（
限

度
額
十
二
万
五
千
円
）の
減
税
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
平
成
十
九
年
分
か
ら
は
定
率
減
税
は

廃
止
さ
れ
ま
す
。

◆
所
得
税
の
確
定
申
告
町
役
場
で
も
受
付

　

所
得
の
種
類
が
給
与
か
年
金
の
み
で
、医
療

費
控
除
な
ど
の
諸
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、役

場
で
も
所
得
税
の
申
告
相
談
を
し
て
い
ま
す
。

日
時　

二
月
十
六
日（
金
）〜
三
月
十
五
日（
木
）

　
（
閉
庁
日
を
除
く
）

九
時
〜
十
六
時（
十
二
時
〜
十
三
時
は
除
く
）

場
所　

役
場
四
階
大
会
議
室

役
場
で
申
告
相
談
が
で
き
な
い
内
容

　

左
記
の
所
得
が
あ
る
場
合
や
控
除
を
受
け

る
場
合
は
、
鎌
倉
税
務
署
で
申
告
相
談
を
し

て
く
だ
さ
い
。

�
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、
配
当
所
得
、

報
酬
に
係
る
雑
所
得
（
原
稿
料
や
講
演
料

等
）、
一
時
所
得
（
生
命
保
険
契
約
等
に
基

づ
く
一
時
金
等
）、
譲
渡
所
得
（
土
地
、

建
物
、
株
式
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
等
）

�
災
害
や
盗
難
等
に
伴
う
雑
損
控
除
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
等

仮
収
受　

書
き
終
え
て
い
る
確
定
申
告
書

は
、
所
得
や
控
除
の
種
類
に
関
係
な
く
、

役
場
で
二
月
一
日
（
木
）
か
ら
仮
収
受
を

は
じ
め
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

�
内
線
二
五
一
〜
二
五
三

鎌
倉
税
務
署

か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
せ　

鎌
倉
税
務
署 
個
人
課
税
第
一
部
門

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一
㈹
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広
報
は
や
ま
１
月
号

　

平
成
十
八
年
中
（
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
一
日
）
に
お
支
払
い
頂
い
た
介
護
保
険
料
や

サ
ー
ビ
ス
利
用
料
（
自
己
負
担
分
）
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
や
町
・
県
民
税
申
告
の
際
に
所

得
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
料
や
健
康
保
険
料
の
社
会
保
険

料
は
、「
社
会
保
険
料
控
除
」
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

※
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
た

介
護
保
険
料
は
、
ご
自
身
の
納
付
と
な
り

ま
す
。
従
っ
て
、
生
計
同
一
者
の
控
除
対

象
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
金
額　

平
成
十
八
年
中
に
納
付

し
て
い
た
だ
い
た
保
険
料
額

※
介
護
保
険
料
の
納
付
金
額
は
、
一
月
末
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の　

証
明
書
や
領
収
書
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
（
自
己
負
担
分
）

　

左
表
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
あ
る
場
合
は
、

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
で
補
填
さ
れ
る
金

額
を
除
き
、「
医
療
費
控
除
」
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

●
お
む
つ
代
は
、「
医
療
費
控
除
」
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

寝
た
き
り
や
認
知
症
ま
た
は
治
療
上
お
む

つ
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
医
師
が
発
行

し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
に
よ
り
医
療

費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
か
か
り

つ
け
の
医
師
に
証
明
書
が
必
要
な
旨
を
申
し

介
護
保
険
に
関
す
る
費
用
を
確
定
申
告
さ
れ
る
皆
さ
ん
へ

出
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受

け
る
の
が
二
年
目
以
降
の
人
は
、「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」
に
代
わ
る
「
確
認
書
」
を
、

町
が
要
介
護
認
定
主
治
医
意
見
書
の
内
容
を

も
と
に
発
行
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
福
祉
課
へ
問
い
合
わ
せ
後
、
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
費
用　

平
成
十
八
年
中
に
か

か
っ
た
お
む
つ
代

申
告
に
必
要
な
も
の　

お
む
つ
使
用
証
明
書

ま
た
は
確
認
書
・
領
収
書

●
要
介
護
認
定
を
受
け
た
人
は
、「
障
害
者

控
除
・
特
別
障
害
者
控
除
」
の
対
象
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

障
害
者
控
除
・
特
別
障
害
者
控
除
の
対
象

は
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て

い
る
人
で
す
が
、
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
人
で
も
、「
年
齢
が
六
五
歳
以
上
の
人

で
、
精
神
又
は
身
体
に
障
害
が
あ
り
、
そ
の

障
害
の
程
度
が
障
害
者
に
準
ず
る
と
町
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人
」
は
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

認
定
の
手
続
き　

要
介
護
認
定
訪
問
調
査
の

内
容
を
も
と
に
判
定
を
行
い
、
対
象
と
な

る
場
合
は
、障
害
者
控
除
・
特
別
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
を
発
行
し
ま
す
の
で
、

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
は
、福
祉
課
へ

問
い
合
わ
せ
後
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の　

町
が
発
行
し
た
障
害

者
控
除
・
特
別
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
問
合
せ　

福
祉
課　
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阪
神
淡
路
大
震
災
（
平
成
七
年
一
月
十
七

日
、死
者
六
、四
三
四
人
）
が
発
災
し
、
十
二

年
が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
震
災
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
元
年
と
い
わ
れ
、
人
と
人
と

の
つ
な
が
り
や
、ヒ
ュ
ー
マ
ン
パ
ワ
ー
を
再
認
識

す
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。　

災
害
の

規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
消
防
機

関
な
ど
に
よ
る
十
分
な
防
災
活
動
は
望
め
ま

せ
ん
。
建
物
の
倒
壊
に
よ
る
道
路
の
寸
断
、

交
通
渋
滞
、
通
信
回
線
の
混
乱
な
ど
が
救
助

活
動
を
妨
げ
る
か
ら
で
す
。
阪
神
淡
路
大
震

災
で
火
災
の
延
焼
を
防
ぎ
、
が
れ
き
の
下
敷

き
に
な
っ
た
人
を
助
け
出
し
て
傷
の
手
当
て

を
し
た
の
は
、
家
族
で
あ
り
近
所
の
人
で
し

た
。ま
た
、全
国
か
ら
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
駆
け
つ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
救
援
活
動
を
行

い
ま
し
た
。
大
震
災
の
被
災
地
の
中
で
も
、

日
ご
ろ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が
盛
ん

だ
っ
た
地
区
ほ
ど
、
救
援
活
動
や
復
興
に
お

い
て
目
覚
し
い
活
動
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
非

常
時
に
自
主
的
な
防
災
活
動
が
効
果
的
に
行

わ
れ
る
た
め
に
は
、
平
常
時
か
ら
地
域
に
お

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
週
間
そ
し
て
防
災

と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
を
き
っ
か
け
に
、
さ

ら
に
防
災
へ
の
意
識
を
高
め
、
万
全
の
心
構

え
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

消
防
本
部
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内
線
三
一
五

一
月
十
五
日
〜
二
一
日
は
防
災
と
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
週
間
、
一
月
十
七
日
は

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
で
す
。

施設介護サービス居宅（在宅）介護サービス

●次の施設サービス費
の自己負担額（介護費
用、居住費及び食費）

①介護老人福祉施設（特
別養護老人ホーム）

②地域密着型介護老人
福祉施設

③介護老人保健施設
④介護療養型医療施設

※③④については、診
療・治療上必要な「特
別室の使用料」も対象
となります。

●「ケアプラン」に基づい
た次のサービス（介護予
防含む）
①訪問看護
②訪問リハビリテーション
③居宅療養管理指導
④通所リハビリテーション
⑤短期入所療養介護（医療
系施設のショートステイ）
●上記①～⑤のサービスと
併せて利用した場合は、
次のサービスも対象とな
ります。（介護予防含む）
○訪問介護（ただし生活援
助を除く）
○夜間対応型訪問介護
○訪問入浴介護
○通所介護
○認知症対応型通所介護
○小規模多機能型居宅介護
○短期入所生活介護（福祉
系施設のショートステイ）

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

施設の種類により異な
ります
①②介護老人福祉施設
は自己負担額の２分の
１
③介護老人保健施設は
自己負担額の全額

④介護療養型医療施設
は自己負担額の全額

居宅サービス費の自己負担
額（介護費用、短期入所療養
介護の居住費、通所リハビ
リテーション（デイケア）
と短期入所療養介護の食
費）

対
象
と
な
る
費
用

介護保険施設が発行し
た領収書

居宅サービス事業者が発行
した領収書

申　

告　

に

必
要
な
も
の


